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本資料の位置付け

本資料の利用
⚫ 本資料は、人的資本開示を行う場合に、どのような開示が企業と投資家の建設的な対話に有用であると考えられるか検討を行

い、取りまとめたものである。
⚫ 本資料は、「第１部 経営戦略と人材戦略の連動」と、「第２部 ４つの要素に従った開示」の２部構成である。

⚫ 「第１部 経営戦略と人材戦略の連動」は、人材戦略を経営方針・経営戦略等に関連付けて具体的に記載することを検討
する全ての企業に役立つよう記載している。

⚫ 「第２部 ４つの要素に従った開示」は、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）が開発するサステナビリティ開示基準
（以下、SSBJ基準）に示された４つの要素を踏まえた開示を検討する企業に役立つよう記載している。SSBJ基準に準拠
表明はしないまでも、４つの要素を踏まえた開示を検討する企業の人的資本開示の高度化にも役立つことが期待される。

⚫ 本資料公表時点において、 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）が開発するIFRSサステナビリティ開示基準（以下、
ISSB基準）及びSSBJ基準には人的資本関連のリスク及び機会を取り扱う個別基準は存在しない。

⚫ このため、人的資本関連のリスク及び機会が企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る場合において、SSBJ基準に準
拠した開示を行う企業はサステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」に基づき人的資本開示を行うこととなる。

利用上の留意点
⚫ 本資料は、規範性を有しておらずチェックリスト、開示のテンプレートとして利用されることを意図していない。
⚫ SSBJ基準に準拠表明する企業は、SSBJ基準に準拠した開示を行う必要がある。 SSBJ基準は開示目的を定めており、開示目的

に従った開示が求められている。
⚫ 本資料に掲載された「投資家の期待」や「考えられる開示」は、人的資本開示の考え方を例示的に示したものであり、「考え

られる開示」を開示する場合に関連すると考えられるSSBJ基準の項番を示している。「考えられる開示」は、SSBJ基準にお
いて特定の開示が推奨されていることを意味するものではない。従って、本資料に掲載された開示を行わなくても、SSBJ基準
に準拠した開示となる場合がある。また、本資料に掲載された開示のみを行ったとしても、SSBJ基準に準拠した開示とならな
い場合がある。

⚫ 本資料の開示例は、理解促進を目的として作成した架空の事例に基づくものであり、実在の企業・団体・事象と関連するもの
ではない。 2
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第１部 経営戦略と人材戦略の連動



人的資本可視化指針（改訂版）における経営戦略と人材戦略の連動①

人的資本可視化指針（改訂前）

• 改訂前の人的資本可視化指針では、経営戦略と人材戦略の連動の

重要性が強調された。この点について、国内の投資家のみならず、

海外の投資家からも、経営戦略と人材戦略を関連付けた開示は有

用であるとの意見が広く聞かれるところである。

• しかし、改訂前の人的資本可視化指針において、具体的にどのよ

うにして経営戦略と人材戦略を関連付けた開示を行うかについて

は必ずしも明示されているわけではなかった。
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人的資本可視化指針（改訂版）における経営戦略と人材戦略の連動②

人的資本可視化指針（改訂版）

• 改訂版の人的資本可視化指針では、経営戦略と人材戦略の連動の

可視化に関する、より具体的な考え方を示している。

• 今後、生成AIなどの革新的技術の急速な進展や人口減少などに伴

い、経営環境や業務プロセスが大きく変化することが予想される

中、企業の経営戦略・成長戦略を達成するために将来必要となる

人材ポートフォリオをできるだけ鮮明に描くことがまずは肝要で

ある。

• こうした「あるべき組織・人材の姿」を明確にし、それを踏まえ

た人的資本に関する課題に対処するための「必要となる人的資本

投資」を整理することにより、自社にとっての経営戦略と連動し

た人材戦略を明確にすることが可能になると考えられる。

あるべき組織・人材の姿

必要となる人的資本投資
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人的資本可視化指針（改訂版）における経営戦略と人材戦略の連動③

国際基準を踏まえた考え方

（出所）IFRS S1 付録B 適用ガイダンス B1～B3項（SSBJ サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」BC69～71項）を基に金融庁作成

• 「あるべき組織・人材の姿」及び「必要となる人的資本投資」を

検討するにあたり、国際基準における考え方が参考になる。

• IFRS S1 付録B 適用ガイダンスにおいて、戦略上の目的を達成

（経営戦略を実現）するために高度に専門的な労働力を必要とす

る（高度に専門的な労働力に依存する）企業の例が記載されてい

る。この例においては、企業の将来の成功は、当該人的資本を惹

きつけて維持する企業の能力に「依存」し、人的資本を惹きつけ

て維持する企業の能力は、企業の従業員の研修への投資、従業員

の福利への投資、従業員満足度、従業員との対話（従業員エン

ゲージメント）の「影響」を受けるという相互作用が記載されて

いる。

• また、このような関係（相互作用）がサステナビリティ（人的資

本）関連のリスク及び機会を生じさせる場合があるとされている。

• 経営戦略から生じる人的資本関連のリスク及び機会、また、それ

らのリスクや機会を踏まえた人材戦略や人的資本への投資を関連

付けることで、企業は自社の経営戦略と人材戦略を統合的なス

トーリーとして説明することができると考えられる。
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人的資本可視化指針（改訂版）における経営戦略と人材戦略の連動④

人的資本可視化指針（改訂版）

• 以上から、人的資本可視化指針（改訂版）において、経営戦略と

人材戦略の関係を「人的資本への依存と影響」「人的資本関連の

リスクと機会」という2つのステップを介してより具体的な形で

説明する。このような考え方は、国際基準における考え方とも整

合していると考えられる。

①：人的資本への依存・影響

企業の経営戦略の実現は、将来の「あるべき組織・人材の姿」を

踏まえて、必要となる人的資本を確保できるか否かに「依存」す

る関係にある。また、このような人的資本を確保するために、企

業は「必要となる人的資本投資」を行い人的資本に「影響」を与

える。企業と人的資本の間には、このような相互関係がある。

②：人的資本のリスクと機会

このような相互関係を明らかにすることは、企業にとって重要な

人的資本関連のリスク及び機会を整理することに資すると考えら

れる。

①

②
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（参考）IFRS S1 付録B 適用ガイダンス

IFRS S1 付録B 適用ガイダンス B1～B3項
B1  本基準は、短期、中期又は長期にわたり、企業のキャッシュ・フロー、当該企業のファイナンスへのアクセス又は資本コストに影

響を与える（affect）と合理的に見込み得る、すべてのサステナビリティ関連のリスク及び機会（「企業の見通しに影響を与える
（affect）と合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会」という。）に関する情報を開示することを企業に要求し
ている（第3項参照）。

B2  企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会は、企業と、当該企業のバリュー・チェーンを通じての利害関係者、社会、経済及
び自然環境との相互作用から生じる。これらの相互作用は、直接的であることもあれば間接的であることもあり得るが、企業の戦略
上の目的を追求する当該企業のビジネス・モデルの運用及び企業が事業を営む外部環境から生じる。これらの相互作用は、企業が
キャッシュ・フローを生み出すためにバリュー・チェーンを通じての資源及び関係に依存し、かつ当該企業の活動及びアウトプット
を通じてそれらの資源及び関係に影響を与える（affects）、相互依存的なシステムの中で行われ、それらの資源及び関係の維持、再
生及び発展又は劣化及び枯渇に寄与する。これらの依存関係及びインパクトは、短期、中期及び長期にわたり、企業のキャッシュ・
フロー、当該企業のファイナンスへのアクセス及び資本コストに影響を与える（affect）と合理的に見込み得るサステナビリティ関
連のリスク及び機会を生じさせる場合がある。

B3  （～中略～）同様に、企業が、競争が非常に激しい市場で事業を営んでおり、その戦略上の目的を達成するために高度に専門的な
労働力（workforce）を必要とする場合、企業の将来の成功は、その資源を惹きつけて維持する企業の能力（ability）に依存する可
能性が高い。同時に、その能力（ability）は、企業が従業員の研修及び福利に投資しているかどうかなどの企業の雇用慣行並びに従
業員の満足度、対話及び定着率のレベルに部分的に依存する。これらの例は、企業が他者のために生み出し、維持し、又は毀損する
価値と、企業が成功し目標（goals）を達成する企業自身の能力（ability）との間の密接な関係を示している。

• IFRS S1の付録B 適用ガイダンスにおいて、「依存」と「影響」の関係及びそれらから生じる「企業の

見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会」について、以下

のように記載されている。
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国際基準を踏まえた経営戦略と人材戦略の連動 例① (1/2)

例①：企業A（テクノロジー企業）

• 企業Aは、AI技術を活用した自動運転の実用化を経営戦略として掲げるテクノロジー企業であり、当該

経営戦略を実現するため、将来の人材ポートフォリオとして、AI分野の高度専門人材とソフトウェア開

発要員という人的資本に「依存」する関係にある。また、将来に向けて、このような人的資本を確保す

るため、競争力のある報酬水準の設定を通じた人材採用、ソフトウェア開発要員向け研修を通じた人的

投資等を通じて、人的資本に「影響」を与える関係にもある。

• 企業Aの経営戦略の実現は、将来におけるこのような人的資本の確保に依存していることから、自動運

転の実用化に必要なAI分野の高度専門人材やソフトウェア開発要員を確保できないことは、企業の見通

しに影響を与えると合理的に見込み得る人的資本関連のリスクとなると企業Aは判断している。一方で、

必要な対応を実行することができれば、経営戦略の実現に必要な人材を確保できる機会が生じると企業

Aは判断している。

なお、第２部（p18～58）の「考えられる開示」に記載された例は、上記企業A（テクノロジー企業）を念頭に作成した架空のものである。
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国際基準を踏まえた経営戦略と人材戦略の連動 例① (2/2)

（注）2025年10月時点においてISSBが人的資本に関するリサーチ・プロジェクトで検討している内容を参考に作成したものであり、この方向で基準開発が行われることが確定しているわけではない。

経営戦略
ビジネスモデル

人的資本関連
指標及び目標

人材戦略

人的資本への
依存・影響

人的資本関連
リスク・機会

AI技術を活用した自動運転の実用化

自動運転の実用化に必要なAI分野の高度専門人材・開発要員の採用目標数と進捗率
開発要員に対する人材育成研修コスト・研修時間

AI分野の高度専門人材に対する競争力のある報酬水準の設定
グローバルでの採用活動の実施
開発要員に対する人材育成研修

AI分野の高度専門人材、多数のソフトウェア開発要員への依存

自動運転の実用化に必要なAI分野の高度専門人材、開発要員を確保できるか否か

11（出所）IFRS財団ウェブサイト ISSB会議資料（2025年10月）「Structuring the ISSB’s analysis of research findings」p20～23を参考に金融庁作成
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2025/october/issb/ap4-structuring-issb-analysis-research-findings.pdf

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2025/october/issb/ap4-structuring-issb-analysis-research-findings.pdf


国際基準を踏まえた経営戦略と人材戦略の連動 例② (1/2)

例②：企業B（小売企業）

• 企業Bのビジネスモデルは、労働集約型の小売企業であり、流動性の高い多数の非正規従業員という人

的資本に「依存」する関係にある。また、将来に向けて、このような人的資本を確保するため、従業員

の貢献を引き出し、離職率を安定させる賃金水準の設定や職場環境の整備などを通じて、人的資本に

「影響」を与える関係にもある。

• 企業Bのビジネスモデルは、このような人的資本の確保に依存していることから、賃金水準の設定や職

場環境の整備により従業員のモチベーションを引き出せない場合に、離職率が増加し、欠員補充のため

の採用コストが増加することにより、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る人的資本関連

のリスクとなると企業Bは判断している。一方で、人材戦略の実行を通じて従業員のモチベーションを

高めることができれば、離職率や採用コストを一定水準に抑えられ、安定的なビジネスモデルの運用を

実現する機会が生じると企業Bは判断している。
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国際基準を踏まえた経営戦略と人材戦略の連動 例② (2/2)

経営戦略
ビジネスモデル

人的資本関連
指標及び目標

人材戦略

人的資本への
依存・影響

人的資本関連
リスク・機会

労働集約型の小売ビジネス

賃金水準の推移、離職率、採用コスト

従業員の貢献を引き出せ、離職率を安定させる賃金水準の設定

流動性の高い多数の非正規従業員

従業員のモチベーションを引き出せず離職・採用コストが増加するリスク

13（出所）IFRS財団ウェブサイト ISSB会議資料（2025年10月）「Structuring the ISSB’s analysis of research findings」p20～23を参考に金融庁作成
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2025/october/issb/ap4-structuring-issb-analysis-research-findings.pdf

（注）2025年10月時点においてISSBが人的資本に関するリサーチ・プロジェクトで検討している内容を参考に作成したものであり、この方向で基準開発が行われることが確定しているわけではない。

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2025/october/issb/ap4-structuring-issb-analysis-research-findings.pdf


⚫ 企業のビジネスモデルや競争優位の源泉が多様化する中で、比較可能な情報のみで企業の経営戦略や人材戦略を表現す
ることはできない。自社固有の人材戦略・人的資本投資を説明する独自性のある開示を検討することが重要である。

⚫ 企業には、経営戦略・ビジネスモデルと人材戦略の関連性、当該開示を重要だと考える理由、指標・目標等の自社とし
ての定義、時系列での進捗・達成度等を意識した開示がなされることが期待されている。

⚫ 比較可能性のある開示の場合、指標が他社と共通であったとしても、その指標を開示した理由に自社固有の経営戦略・
ビジネスモデルが強く影響する場合、自社がなぜ当該開示を重要と捉えているか、それをどのように統合的なストー
リーに位置づけているかを説明することにより、自社固有の経営戦略・ビジネスモデルに基づく開示でありながら、比
較可能性に対する要請に応じることができる。

⚫ ただし、投資家は、他社との比較可能性を企業側が意識して労力を割くことは求めていない。むしろ、企業が比較可能
性を追求するあまり、独自性ある開示が抑制されることを懸念している。

人的資本開示における独自性と比較可能性

• 企業ごとに経営戦略・ビジネスモデルが異なる中で、企業固有の経営課題に取り組むための人材戦略を

立案し、その進捗を把握することが投資家から期待されている。企業の人材戦略や人的資本投資が企業

固有の独自性のあるものである場合においては、独自性のある指標（KPI）によって進捗状況をより適

切に表せるとの意見が投資家から聞かれる。

人的資本開示における独自性と比較可能性に関する投資家の意見

14
（出所）人的資本可視化指針（改訂前）より作成



人材戦略・指標等の開示に関する投資家の期待例①

比較可能性

独自性

• 英国の投資家団体（Investment Association）は、独自性のある指標に加えて、比較可能性のある指標

の組み合わせの開示を期待している。

(1) 独自性：生産性向上目的の人材投資、人的資本管理におけるリスク・機会とそれに対する人材戦略等

(2) 比較可能性：①従業員数 ②離職率 ③研修投資、スキル開発投資 ④従業員エンゲージメントスコア

15（出所）ボストン・コンサルティング・グループ合同会社「人的資本開示に対する海外投資家の着眼点及び 開示に関する調査」報告書（2025年4月）p21
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20250402/01.pdf

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20250402/01.pdf


人材戦略・指標等の開示に関する投資家の期待例②

比較可能性

独自性

• 人的資本を重視するグローバルな投資家団体（HCMC）は、独自性のある指標に加えて、比較可能性の

ある指標の組み合わせの開示を期待している。

(1) 独自性：人材戦略が経営戦略にどのように寄与するか、自社固有のベンチマーク及び目標に照らした進捗状況等

(2) 比較可能性：①従業員数 ②労務費総額（例：給与、人材開発費用） ③離職率 ④多様性のデータ

16（出所）ボストン・コンサルティング・グループ合同会社「人的資本開示に対する海外投資家の着眼点及び 開示に関する調査」報告書（2025年4月）p20
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20250402/01.pdf

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20250402/01.pdf


（参考）ISSBで進行中の人的資本開示の検討

人的資本関連
リスク・機会

Composition：従業員構成
（例）最適な従業員構成が実現できているか

Capability   ：能力・スキル
（例）戦略実現に必要なスキルを備えているか

• ISSBが進める人的資本リサーチ・プロジェクトにおいて、ビジネスモデル・経営戦略を踏まえた「人的

資本への依存と影響」の関係から「人的資本関連のリスク・機会」が生じる考え方が示されている。

• さらに、「人的資本関連のリスク・機会」を3つに分類する案が検討されている。

Conditions  ：労働・職場環境
（例）必要な人材を確保・維持できる労働環境か

17（出所）IFRS財団ウェブサイト ISSB会議資料（2025年10月）「Structuring the ISSB’s analysis of research findings」p13を基に金融庁作成
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2025/october/issb/ap4-structuring-issb-analysis-research-findings.pdf

（注） 2025年10月時点においてISSBが人的資本に関するリサーチ・プロジェクトで検討している内容を参考に作成したものであり、この方向で基準開発が行われることが確定しているわけではない。

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2025/october/issb/ap4-structuring-issb-analysis-research-findings.pdf


第２部 ４つの要素に従った開示



全体像



4つの要素を踏まえて考えられる人的資本開示の全体像

• SSBJ基準において、4つの要素（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標）に基づく開示が求め

られている。これらのうち、「（人材）戦略」と「（人的資本関連の）指標及び目標」に関して、経営

戦略と関連付けた開示が投資家から期待されている。

• さらに、「（人材）戦略」と「（人的資本関連の）指標及び目標」と関連付ける形で、「ガバナンス」

と「リスク管理」の開示を行うことにより、4つの要素に従った開示となる。

20
（出所）SSBJ基準を参考に金融庁作成

（注）SSBJ基準における4つの要素を参考に、人的資本開示の考え方の例示的な整理を試みたものである。 SSBJ基準において人的資本に関連する記載はあるものの、人的資本に対する開示要求事項は
定められていない。



4つの要素を踏まえて考えられる人的資本開示

• 投資家の期待に応える人的資本開示を行う上で、企業はSSBJ基準で示された4つの要素（ガバナンス、

戦略、リスク管理、指標と目標）の考え方を踏まえた人的資本開示を行うことが考えられる。

人的資本関連
指標及び目標

人的資本
リスク管理

人的資本
ガバナンス

人材戦略

人的資本関連のリスク及び機会をモニタリ
ングし、管理し、監督するために用いる
ガバナンスのプロセス、統制及び手続

人的資本関連のリスク及び機会を管理する
企業の戦略（人材戦略）

人的資本関連のリスク及び機会を識別し、
評価し、優先順位付けし、モニタリング
するために用いるプロセス

人材戦略に関して企業が用いている
指標及び目標

人的資本関連のリスク及び機会をモニタリングし、管
理し、監督するために用いるガバナンスのプロセス、
統制及び手続を投資家が理解できるようにすること

人的資本関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略
（人材戦略）を投資家が理解できるようにすること

人的資本関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優
先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセ
スを投資家が理解できるようにすること

人的資本関連のリスク及び機会に関連する企業のパ
フォーマンス（目標に向けた進捗を含む）を投資家が
理解できるようにすること

開示目的説明

21
（出所）SSBJ基準を基に金融庁作成

（注）SSBJ基準における4つの要素を参考に、人的資本開示の考え方の例示的な整理を試みたものである。SSBJ基準において人的資本に関連する記載はあるものの、人的資本に対する開示要求事項は
定められていない。



4つの要素を踏まえた人的資本開示に関する投資家の期待

• 4つの要素を踏まえた人的資本開示に関して、投資家からは以下のような期待が聞かれた。

人的資本関連
指標及び目標

人的資本
リスク管理

人的資本
ガバナンス

人材戦略

（１）経営戦略・ビジネスモデルと整合した人材戦略になっているか、（２）経営戦略の達成、ビジ
ネスモデルの維持・強化への貢献及びリスクの兆候を把握できる指標及び目標になっているか－これ
らをモニタリングし、管理し、監督するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続

経営戦略の達成、ビジネスモデルの維持・強化・変革を牽引する要因となる人的資本の獲得・形成
（能力発揮や組織文化などの財務諸表に計上されていない無形資産を含む）及び投資戦略
（人材戦略）

経営戦略・ビジネスモデルの人的資本への依存・影響関係の維持可能性、不測の事態や変化を識別し、
評価し、優先順位付けし、対応するために用いるプロセス

経営戦略・ビジネスモデルの人的資本への依存・影響を踏まえ、いかに経営戦略達成の要因を人材戦
略が担っているか（取組みの内容・期待効果など）を可視化し、企業自身がその取組みの進捗状況・
改善状況の把握に用いている指標及び目標（独自指標と比較可能指標を組み合わせて開示）

22



（１）ガバナンス
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ガバナンスに関する人的資本開示（SSBJ一般開示基準）

人的資本関連のリスク及び機会

人的資本関連の指標及び目標

人材戦略

人的資本
ガバナンス

ガバナンス
機関

経営者等
他の機関

委任

9項(1)(2)(3)

人的資本
リスク管理

9項(5)

9項(4)

10項(1)

9項(6)

10項(2)

（注）人的資本を含むサステナビリティ関連のリスク及び機会の監督が統合的に管理されている場合、人的資本関連のリスク及び機会の個別の開示ではなく、統合されたガバナンスの開示を行うこと
が考えられる。
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人的資本開示 - ガバナンス (1/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 企業の持続的成長と中長期的な企
業価値の向上を実現するためには、
経営戦略の大きな方向性を示すと
ともに、経営戦略実現に向け経営
者に対する実効性の高い監督を行
うガバナンス機関（取締役会が責
任を負う場合は取締役会）が存在
し、適切に機能することが重要で
あると考えられる。

⚫ 企業が経営戦略・ビジネスモデル
と整合し、その実現を支える人材
戦略を策定・実行するためには、
ガバナンス機関（取締役会が責任
を負う場合は取締役会）がその策
定・実行状況を監督・モニタリン
グすることが重要である。

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会を
監督するガバナンス機関が存在す
る場合においては、当該ガバナン
ス機関の名称、及び人的資本関連
の監督上の責任が、その役割、権
限、義務等にどのように反映され
ているかを開示することが考えら
れる。

例：（全サステナビリティ項目共通）取締役会の監督
のもと、経営会議から委嘱を受けた○○、○○委
員会は、サステナビリティ課題に取り組む。

 ＜取締役会＞
 取締役会は、企業の中長期的な方向性を示す中長
期経営計画を承認するとともに、それを支えるサ
ステナビリティ課題（人的資本活用を含む）対応
の基本方針を決定する。また、経営会議から委嘱
を受けた「サステナビリティ委員会」及び「人的
資本活用本部」が、取り組みの進捗状況を四半期
に一度、取締役会に報告している。この報告を踏
まえ、取締役会は、基本方針の執行状況を監督す
る。

（一般開示基準）
9. …サステナビリティ関連のリスク及び機会の監
督に責任を負うガバナンス機関又は個人に関して、
次の事項を開示しなければならない。
(1) サステナビリティ関連のリスク及び機会の監
督に責任を負うガバナンス機関の名称又は当該責
任を負う個人の役職名
(2) サステナビリティ関連のリスク及び機会に関
する責任が、(1)の機関又は個人に与えられた役割、
権限及び義務などの記述及びその他の関連する方
針にどのように反映されているか
…

ガバナンス機関の名称、役割等
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人的資本開示 - ガバナンス (2/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 人材戦略や人的資本に関するリス
クや機会に対してガバナンス機関
が適切に機能するための前提とし
て、ガバナンス機関が人材戦略や
人的資本に関するリスクや機会を
監督するうえで必要となるスキル
及びコンピテンシーを明確にし、
不足がある場合には、当該スキル
及びコンピテンシーを開発するた
めの方策を検討することが重要で
ある。

⚫ また、取締役会の構成員の多様性
を確保するための考え方の開示が
有用な場合もある。

⚫ ガバナンス機関が人材戦略を監督
するために必要となるスキル及び
コンピテンシーを備えているか、
あるいは不足がある場合にはどの
ように開発する予定かについて開
示することが考えられる。

例：取締役会のスキル及びコンピテンシー
（スキル等）については、取締役会に設
置された指名委員会が、取締役候補選任
の際に活用するスキルマトリックスのス
キル項目に、サステナビリティや人的資
本活用を監督するために必要となるスキ
ル等を含めることにより、取締役会によ
る適切な監督が可能となるよう努めてい
る。さらに、外部有識者とのミーティン
グを設定し、スキル等の向上に努めてい
る。当事業年度においては●●、●●を
実施した。

（一般開示基準）
9. …
(3) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連
のリスク及び機会に対応するために定めた戦略を
監督するための適切なスキル及びコンピテンシー
が利用可能であるかどうか又は開発する予定であ
るかどうかについて、どのように判断しているか
…

ガバナンス機関におけるスキル、コンピテンシー
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人的資本開示 - ガバナンス (3/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ ガバナンス機関において、人材戦
略や人的資本に関するリスクや機
会に対して深度ある監督を行うた
め、必要な情報を適時に入手し、
経営戦略と人材戦略を踏まえ、人
材戦略の進捗状況に関するパ
フォーマンス指標などを用い、目
標設定及び目標達成に向けた進捗
をモニタリングすることが重要で
ある。

⚫ また、開催頻度や会議の内容等、
重要な課題に対する議論の状況が
わかるような情報開示は有用であ
るとの意見が投資家から聞かれる。

⚫ ガバナンス機関は人的資本関連の
リスク及び機会についてどのよう
な頻度でどのような議論を行い、
その際にどのような情報を入手し
ているかについて開示することが
考えられる。

例：AI技術を活用した自動運転の実用化
という経営戦略の実現に必要な、ス
キル毎のソフトウェア開発要員の採
用状況について、取締役会は四半期
毎に○○委員会から報告を受けてい
る。採用計画に対して実績が未達と
なっている開発要員のうち、経営戦
略の実現に特に影響を及ぼすことが
見込まれる人材の採用状況及び対応
策について、四半期ごとに議論を
行った。

（一般開示基準）
9. …
(4) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連
のリスク及び機会について、どのように、また、
どの頻度で情報を入手しているか
…

ガバナンス機関のモニタリング体制
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人的資本開示 - ガバナンス (4/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

同上 ⚫ ガバナンス機関は経営戦略の実現
という観点から、人材戦略の進捗
状況をどのように関連づけて監督
しているのかについて開示するこ
とが考えられる。

例：取締役会では、中期経営計画の
遂行を支える重要事項として、
サステナビリティ課題（人的資
本活用を含む）への基本方針の
審議を行う。当事業年度におい
ては、●●、●●、●●につき
審議を行った。

（一般開示基準）
9. …
(5) (1)の機関又は個人が、企業の戦略、主要な取
引に関する意思決定並びに当該企業のリスク管理
のプロセス及び関連する方針を監督するにあたり、
サステナビリティ関連のリスク及び機会をどのよ
うに考慮しているか（(1)の機関又は個人が、それ
らのリスク及び機会に関連するトレードオフを考
慮しているかどうかを含む。）
…

ガバナンス機関のモニタリング体制



人的資本開示 - ガバナンス (5/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 経営計画の実現において重要とな
る、人的資本関連のパフォーマン
ス指標が、役員報酬の算定に反映
されることは、取締役会が人的資
本のリスクや機会を監督する場合
に、人的資本戦略の透明性と監督
の実効性を高めることに寄与する
と考えられる。

⚫ 人材戦略に関するパフォーマンス
指標などの目標設定をどのように
監督し、目標達成に向けた進捗を
どのようにモニタリングしている
のかについて開示することが考え
られる。

例：取締役会において、経営戦略の実現に必
要なソフトウェア開発要員の採用目標が
経営戦略を踏まえ適切に設定されている
かを監督するとともに、四半期毎に、進
捗状況をモニタリングしている。なお、
詳細な検討については、○○委員会に委
任した上で報告を受けている。
また、サステナビリティへの取り組みの
監督が、より実効的なものとなるように
するため、役員報酬の中長期業績連動報
酬の評価項目に、サステナビリティ事項
等（サステナビリティ関連：GHG排出量
など、人的資本関連：エンゲージメント
スコアなど）を含めている。（詳細は、
役員報酬を参照）

（一般開示基準）
9. …
(6) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連
のリスク及び機会に関連する目標の設定をどのよ
うに監督し、それらの目標の達成に向けた進捗を
どのようにモニタリングしているか（第39項参
照）。これには、次の事項が含まれる。 
① 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方
針に含まれている場合、どのように含まれている
か 
② 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方
針に含まれていない場合、その旨

ガバナンス機関のモニタリング体制
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人的資本開示 - ガバナンス (6/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 経営戦略と、それを支える人的資
本戦略の実現可能性を高めるうえ
で、監督と執行の役割の明確化、
すなわち、ガバナンス機関と経営
者の役割、その関係性を明確化す
ることは重要である。

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会をモ
ニタリングし、管理し、監督するた
めに用いるガバナンスのプロセス、
統制及び手続に関する役割が
CHRO や経営者等が関与する委員会
等に委任されている場合にはそれに
関する開示を行うことが考えられる。

例：＜経営陣＞
  執行においては、サステナビリティ領域を、「①サス
テナビリティ全般」と「②人的資本」の二つに分け、
取締役会で決定された基本方針の執行状況を監督して
いる。

     ①サステナビリティ全般
  経営会議の傘下に、CEOを委員長とし、関連する事
業部門のヘッドをメンバーとする「サステナビリティ
委員会」を設置、サステナビリティ課題への基本方針
に基づいた執行の進捗状況をモニタリングし、四半期
に一度、経営会議、取締役会への報告を実施している。

  ②人的資本
  経営会議の傘下に、CEOを委員長とし、CHRO及び主
要な事業部門のマネジメントが参加する「人的資本活
用本部」を設置、人的資本に関する基本方針に基づい
た執行の進捗状況をモニタリングし、四半期に一度、
経営会議、取締役会への報告を実施している。なお、
当社のCHROはCEOとともに人材戦略の策定・実行に
対する責任及び権限を有している。

（一般開示基準）
10. …サステナビリティ関連のリスク及び機会を
モニタリングし、管理し、監督するために用いる
ガバナンスのプロセス、統制及び手続における経
営者の役割に関して、次の事項を開示しなければ
ならない。
(1)具体的な経営者若しくはこれに準ずる者（本項
において「経営者等」という。）又は経営者等が
関与する委員会その他の機関への役割の委任に関
する次の情報
①役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与す
る委員会その他の機関に委任されている場合、次
の事項
ア. 経営者等の役職名又は委員会その他の機関の
名称
イ. 経営者等又は委員会その他の機関に対し、ど
のように監督が実施されているか
…
(2)経営者によるサステナビリティ関連のリスク及
び機会の監督を支援するための統制及び手続に関
する次の情報
①経営者が、サステナビリティ関連のリスク及び
機会の監督を支援するために、所定の統制及び手
続を用いている場合、これらの統制及び手続がそ
の他の内部機能とどのように統合されているか
…

ガバナンス機関から経営者等が関与する委員会等への委任
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（2）戦略
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戦略に関する人的資本開示（SSBJ一般開示基準）

経営戦略・ビジネスモデル

人的資本関連のリスク及び機会

人材戦略
23項

14項

F/S

17項
(3)(4)

17項
(1)(2)

（影響）人的資本への投資

（依存）経営戦略達成に必要な労働力

人的資本 企業

人的資本への依存・影響

15項

24項
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人的資本開示 – 戦略 (1/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 産業構造や事業環境が急速に変化
する中で自社のビジネスモデルを
長期的に持続・成長させるために
は、企業のキャッシュ・フロー等
に重要な影響を与えると考えられ
る人的資本関連のリスク及び機会
を把握することは重要である。

⚫ また、投資家にとっても、このよ
うな人的資本関連のリスク及び機
会を理解することは、企業価値評
価の観点から重要である。

⚫ 企業のキャッシュ・フロー等に重
要な影響を与えると考えられる人
的資本関連のリスクと機会を開示
することが考えられる。

例：将来、自動運転の活用が広がる
ことが予想されることから、こ
の潮流に対応できるか否かは、
当社の将来の競争力、収益力に
大きな影響を及ぼすと予想する。
この対応において特に重要とな
るのは、自動運転の実用化に必
要な「AI分野の高度専門人材」
及び「ソフトウェア開発要員」
の確保であると考え、人的資本
における最も重要なリスクと機
会として識別している。

（一般開示基準）
14. 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込
み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会に
ついて、次の事項を開示しなければならない。
(1) 「適用基準」第 36 項に従い識別した、企業
の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサ
ステナビリティ関連のリスク及び機会
…

人的資本関連のリスク及び機会



人的資本開示 – 戦略 (2/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 企業が属する産業の特性等を踏ま
え、投資及びビジネスのサイクル、
意思決定や資本配分計画に用いら
れる期間は企業ごとに異なると考
えられる。

⚫ このため、人的資本関連のリスク
及び機会の影響が生じると見込ま
れる時間軸を企業がどのように考
えているかは投資家にとって重要
な情報である。

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会の影響が
生じると考えられる時間軸を短期、中期
又は長期で表すとともに、企業による短
期、中期、及び長期の定義や、これらの
定義と企業が戦略的意思決定に用いる計
画期間との関係を説明することが考えら
れる。

例：当社では、10年後のありたい姿＜人々
の新しいライフスタイルと安全に貢献
できる企業になる＞と、3年ごとの中期
経営計画を策定し、それに基づき、企
業経営を行っているが、自動運転への
対応が、この中長期経営計画の柱のひ
とつとなっている。

リスクと機会として識別した「AI分野
の高度専門人材」及び「ソフトウェア
開発要員」の確保は、この経営計画と
連動したものとなるため、経営計画と
同様の時間軸を採用し、「短期」3年、
「中期」6年、「長期」10年とする。

（一般開示基準）
14. …
(2) (1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会
のそれぞれについて、その影響が生じると合理的
に見込み得る時間軸（短期、中期又は長期により
表す。）
(3) 企業による「短期」、「中期」及び「長期」
の定義 
(4) (3)の定義と企業が戦略的意思決定に用いる計
画期間との関係

人的資本関連のリスク及び機会
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人的資本開示 – 戦略 (3/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 投資家は、人的資本関連のリスク
及び機会を理解することで、企業
がどのようなビジネスモデルを構
築しているのか、既存のビジネス
モデルにどのような変革が求めら
れるのか、又は変革しようとして
いるか等についての理解を深める
ことができる。

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会が、
企業のビジネスモデル等に与える
現在及び将来予想される重要な影
響を開示することが考えられる。

例：自動運転に対する需要は、将来
加速度的に高まると考えられる。
このため、「AI分野の高度専門
人材」及び「ソフトウェア開発
要員」の確保が、当社のビジネ
スモデルに与える影響も、将来
急速に高まると予想される。

  このような状況を踏まえ、グ
ローバルで有能な人材を採用す
るため、人事制度をグローバル
で統一し、海外競合他社と比べ
ても競争力のある採用を行える
処遇を実現する。

（一般開示基準）
15. 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込
み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会に
ついて、次の事項を開示しなければならない。
(1) サステナビリティ関連のリスク及び機会が現
在の企業のビジネス・モデル及びバリュー・
チェーンに与えている影響
(2) サステナビリティ関連のリスク及び機会が将
来の企業のビジネス・モデル及びバリュー・
チェーンに与えると予想される影響
…

人的資本関連のリスク及び機会がビジネスモデル等に与える影響
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人的資本開示 – 戦略 (4/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会が、
ビジネスモデルのどの部分に、ど
のような影響を与えるかを具体的
に示すことにより、企業が策定す
る人的資本戦略に対する投資家の
理解が深まり、人材戦略に基づく
投資家の判断はより適切なものと
なると考えられる。

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会が、
企業のビジネスモデルやバリュー
チェーンのどこに集中しているか
を開示することが考えられる。

例：当社のビジネスモデルの中で、
自動運転の実用化の影響を最も
大きく受けるのは、当該関連業
務を行う、○○エレクトロニク
ス部門であると考えている。な
お、当部門は、将来的には、当
社の成長を牽引する主要部門と
なることが期待されており、長
期的には全社のビジネスモデル
にも大きな影響を及ぼすものと
予想している。

（一般開示基準）
15. …
(3) 企業のビジネス・モデル及びバリュー・
チェーンにおいて、サステナビリティ関連のリス
ク及び機会が集中している部分

人的資本関連のリスク及び機会がビジネスモデル等に与える影響
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人的資本開示 – 戦略 (5/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 人的資本への投資は、財務諸表上
その大半が費用計上されることか
ら、短期的には利益を押し下げ、
資本効率を低下させる側面がある。
しかし、人的資本への投資は、成
長や企業価値向上に直結する戦略
投資であるとの認識が、企業のみ
ならず、投資家においても広がり
つつある。

⚫ 財務諸表と人的資本情報のコネク
ティビティが確保されることによ
り、財務諸表で開示される情報と
投資家が必要とする情報との
ギャップを補足することができる
場合がある（定量的に示すことが
できない場合は、定性的な説明も
有用な情報となる場合がある）。

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会が
企業の当期の財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローに与えた
影響を定量的・定性的に開示する
ことが考えられる

例：「自動運転の実用化に必要なAI
分野の高度専門人材、ソフト
ウェア開発要員」の確保という
人材戦略に基づき、米国の研修
機関と共同でAIソフトウェア開
発要員育成研修を実施し、当期
の研修費用に□□億円計上した。

（一般開示基準）
17. 第16項(1)及び(2)について、具体的には、次
の事項に関する定量的及び定性的情報を開示しな
ければならない。
(1) サステナビリティ関連のリスク及び機会が、
当報告期間において、企業の財政状態、財務業績
及びキャッシュ・フローに与えた影響 
(2) (1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会
のうち、翌年次報告期間において、関連する財務
諸表に計上する資産及び負債の帳簿価額に重要性
がある影響を与える重大なリスクがあるもの
…

人的資本関連のリスク及び機会による当期の財務的影響



人的資本開示 – 戦略 (6/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 人材戦略が企業の将来のキャッ
シュ・フロー等に与える影響は、
人的資本開示の中でも、最も重要
な情報であるとの意見が投資家か
ら聞かれる。

⚫ このため、人材戦略が、企業の将
来のキャッシュ・フローや財務諸
表に与える影響が投資家に理解で
きるよう開示することが期待され
る（定量的に示すことができない
場合は、定性的な説明のみでも有
用な情報となりうる）。

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会を管理する企
業の戦略（人材戦略）が将来の財政状態、経
営成績、キャッシュ・フローに及ぼす影響な
どを定量的・定性的に開示することが考えら
れる

例： 自動運転の実用化に必要な、AI分野のソフト
ウェア開発要員の研修費用は、当期は□□億円
だが、3年後には□□億円、6年後には□□億円
と増やす計画である。これに伴い、全社の研修
費用に占める割合も、各々、現状□％、3年後
□％、6年後□％に増加する計画となっており、
研修費用の重点分野への効率的な配分を行う。

例： なお、「自動運転の実用化に必要なAI分野の高
度専門人材、ソフトウェア開発要員」の確保の
機会面の将来の財務的な影響については、他の
影響から区分して識別することは難しい。しか
し、この研修を通じて育成される人材は、将来、
大きなマーケットとなる自動化運転分野におい
て、当社の競争力を支える重要な人材となり、
将来的な売上高や利益の増加にもつながると考
えている。具体的には、当社の掲げる中期経営
計画：売上高□□億円、利益□□億円、
ROIC□％、ありたい姿で掲げる、売上高□□
億円、利益□□億円、ROIC□％の達成に大き
く寄与すると予想している。

（一般開示基準）
17. …
(3) サステナビリティ関連のリスク及び機会を管
理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長
期における、企業の財政状態の変化に関する見込
み。…
(4) サステナビリティ関連のリスク及び機会を管
理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長
期における、企業の財務業績及びキャッシュ・フ
ローの変化に関する見込み 

企業の人材戦略を踏まえた将来の財務的影響
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人的資本開示 – 戦略 (7/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 経営戦略から生じる人的資本関連
のリスク及び機会、また、それら
のリスクや機会を踏まえた人材戦
略や人的資本への投資を明瞭かつ
ロジカルに関連付けることで、企
業は自社の経営戦略と人材戦略を
統合的なストーリーとして説明す
ることができる。

⚫ 人材戦略及び意思決定において、人的資本関連のリスク
及び機会にどのように対応してきたか、また、今後対応
する計画であるかを開示することが考えられる。

例：「自動運転の実用化に必要なAI分野の高度専門人材、開発要
員を確保できるか否か」に関する人材戦略として、「人材
高度化プロジェクト」を立ち上げ、以下の2段階で対応を
進めることを考えている。

（①外部人材の登用）
現状、当社には、AI分野のスキルは乏しく、「人材高度化
プロジェクト」を開始するにあたり、AI分野の最先端の経
験を持つ外部人材の採用が欠かせないと考えている。この
ため、プロジェクトのリーダについては、外部から採用し
た人材を登用し、人材高度化において必要となる、教育プ
ログラムやルールの整備を行っている。

（②社員のスキルアップ）
自動化の潮流に対応し、ビジネスモデルを変革するには、
一部の人間だけでなく、少なくとも、○○エレクトロニク
ス部門の社員全員が、AIの重要性を理解し、社員のスキル
のアップを図る必要がある。
このため、「人材高度化プロジェクト」チームが、当社独
自の教育システムを構築し、○○エレクトロニクス部門を
中心に人材のリスキリングにあたる。そして、リスキリン
グの進捗段階をA～Eの5段階にわけ、人材確保の状況を把
握している。
今後は、この当社独自の教育システムによるリスキリング
を継続する。また、AI高度化人材の確保においては、リス
キリングだけではなく、働きやすい環境など企業風土の改
革も重要と考えている。このため、職場環境改善に向けた、
様々な施策を行うとともに、女性の積極的活用も実施して
いく計画である。このような社員の状況を把握するにあ
たっては、エンゲージメントスコアなどをモニタリングし、
職場環境の整備に努める。

（一般開示基準）
23. 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込
み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会に
ついて、次の事項を開示しなければならない。
(1) 企業の戦略及び意思決定において、サステナ
ビリティ関連のリスク及び機会にどのように対応
してきたか、また、今後対応する計画であるか 
…

人的資本関連のリスク及び機会が人材戦略及び意思決定に与える影響
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人的資本開示 – 戦略 (8/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 人材戦略の進捗状況が示されるこ
とは投資家の投資判断にとって有
益である。

⚫ 過去に策定された人材戦略におけ
る計画とその後の進捗状況の開示
は、新しく策定される人材戦略の
意義や方向性を明確化するもので
あり、重要な情報となる。

⚫ 過去に開示した計画に対する進捗に
ついて説明することが考えられる。

例：過去に開示したソフトウェア開発要
員の採用・育成計画に対する当年度
までの採用・育成人数
現状、リスキリングの進捗がB段階
以上の人数は、□□人となっている。

（一般開示基準）
23. …
(2) 過去の報告期間に開示した計画に対する進捗
（定量的及び定性的情報を含む。） 
…

⚫ ある人的資本関連のリスク及び機
会と別のサステナビリティ関連の
リスク及び機会との間にトレード
オフの関係がある場合がある。

⚫ サステナビリティトピック間の関
連性に関する開示は投資家にとっ
て有用な情報になる場合がある。

⚫ 人的資本関連のリスク及び機会に関
連するトレードオフがある場合には、
説明を行うことが考えられる。

例：
  （①人的資本関連のリスクと機会との間のトレードオフ）

○○エレクトロニクス部門に人的資本を含め、経営資源を投入
するには、足元では収益性が高いが将来的には成長が見込まれな
い他の事業部門を縮小するなど、事業ポートフォリオ改革も、同
時に実施する必要がある。この縮小部門における社員については、
○○エレクトロニクス部門に異動させるとともに、上記の教育プ
ログラム等を通じ、当社の成長に資する人材となるようにリスキ
リングを実施する。

  （②サステナビリティトピック間のトレードオフ）
M&Aにより他社のAI事業部門を買収することによる、AI分野の

高度専門人材・ソフトウェア開発要員を確保できる機会と、被買
収部門が有するAIデータセンターの大量の電力消費に伴うGHG排
出量の大幅な増加との間のトレードオフ。

（一般開示基準）
23. …
(3) (1)の対応を決定するにあたり考慮した、サス
テナビリティ関連のリスク及び機会の間のトレー
ドオフ

人的資本関連のリスク及び機会が人材戦略及び意思決定に与える影響
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人的資本開示 – 戦略 (9/9)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 人材戦略は長期的な戦略であるた
め、企業の将来に対する様々な想
定に基づき策定される。従って、
どのような想定に基づき人材戦略
が策定されているか、また、その
想定が外れた場合に人材戦略の有
効性を保つためにどのような方策
をとることを考えているのかを投
資家が理解できるように示すこと
は、人材戦略に対する投資家の確
信度を高めることにつながる。

⚫ 人的資本関連のリスクから生じる不確実性
はどのようなものか、当該不確実性に対し
て企業の戦略及びビジネスモデルのレジリ
エンスについて評価し説明することが考え
られる。また、評価にあたり考慮した時間
軸についても説明することが考えられる。

例： ○○の調査によれば、労働人口減少とともに、長期
的に、日本国内における人手不足が更に深刻となる
こと、特に、ITやAI分野での専門人材が逼迫する
ことが示されている。

 このような中、「AI分野の高度専門人材・ソフト
ウェア開発要員の確保」という人材戦略を実行する
際のリスクとして、外部から想定していた人材が獲
得できない、あるいは、研修により、育成した社員
を育成が退社することにより、必要な人材が確保で
きなくなるリスクがあると考えている。

 人材戦略のレジリエンスを高めるため、「戦略」の
項目で記載した、職場環境の整備により、AI分野の
高度専門人材及びソフトウェア開発要員の確保に努
めるとともに、「リスク管理」のプロセスを通じ、
戦略の進捗状況を把握する。また、取締役会にも、
その状況を報告し、必要に応じ、中期・長期の人材
戦略も含め、人材戦略の達成に向け、修正すること
としている。なお、状況が変化した場合に追加で必
要となる人件費、及び、研修費用の原資も確保して
おり、戦略の修正に応じて、必要な対応を行えるよ
うにしている。

（一般開示基準）
24. サステナビリティ関連のリスクから生じる不
確実性に対応する企業の能力（レジリエンス）に
ついて、次の事項に関する情報を開示しなければ
ならない。
(1) サステナビリティ関連のリスクに関連する、
報告期間の末日における戦略及びビジネス・モデ
ルのレジリエンスに関する定性的評価 
…
25. 第24項に従い開示する情報には、次の事項も
含めなければならない。
…
(2)レジリエンスの評価にあたり考慮した時間軸

レジリエンス
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（3）リスク管理
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リスク管理に関する人的資本開示（SSBJ一般開示基準）

人的資本関連のリスク及び機会

人的資本関連の指標及び目標

人材戦略
人的資本
ガバナンス

人的資本
リスク管理

29項(1)

29項(3) 

優先順位付け

モニタリング

識別

評価

機会リスク

29項(2)

優先順位付け

モニタリング

識別

評価

リスク
全体的なリスク管理プロセス
（統合されている程度）

（注）人的資本を含むサステナビリティ関連のリスク及び機会の監督が統合的に管理されている場合、人的資本関連のリスク及び機会の個別の開示ではなく、統合されたリスク管理の開示を行うこと
が考えられる。



人的資本開示 – リスク管理 (1/7)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 企業がどのような情報（インプッ
ト）に基づき、人的資本関連リス
クを識別・評価・優先順位付け・
モニタリングしているかに関する
情報は、投資家による企業のリス
ク管理活動の妥当性の評価に役立
つ。そのため、投資家はこのよう
な情報に関心を持つ。

⚫ 人的資本関連のリスクを管理する
ためのプロセスを開示することが
考えられる。

⚫ また、リスク管理に企業が用いる
インプット等に関する情報（例え
ば、データの情報源）を開示する
ことが考えられる。

例：CEOを委員長とし、CHROなどが参
加する「人的資本活用本部」が、当
社の中長期経営計画の遂行において
重要となる、人的資本の活用におけ
るリスクと機会の識別、評価、優先
順位づけ、モニタリングを実施して
いる。また、四半期に一度、取締役
会に実施状況を報告し、課題がある
場合には、基本方針を追加・変更し
ている。

例：データの情報源：ソフトウェア開発
要員の給与水準のベンチマーク

（一般開示基準）
29. …次の事項を開示しなければならない。
(1) 企業がサステナビリティ関連のリスクを識別
し、評価し、優先順位付けし、モニタリングする
ために用いるプロセス及び関連する方針に関する
情報。これには、次の情報を含む。
①企業が用いるインプット等に関する情報（例え
ば、データの情報源及び当該プロセスの対象とな
る事業の範囲に関する情報）
…

人的資本関連のリスクを管理するためのプロセス
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人的資本開示 – リスク管理 (2/7)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

同上 ⚫ 人的資本関連のリスクの影響の性
質、発生可能性及び規模の評価方
法を開示することが考えられる。

例：「人的資本活用本部」は、中長期経営
計画の遂行において必要となる、人的
資本の活用におけるリスクと機会の項
目を識別するが、識別に際し、予想さ
れる「企業の見通し（将来のキャッ
シュ・フロー、資本コスト等）」に対
する「影響度」と「蓋然性」を考慮す
る。ソフトウェア開発要員を確保でき
ないリスクの蓋然性を中程度と見積り、
当該リスクが顕在化した場合、ソフト
ウェア開発の遅延、ひいては自動運転
技術の確立の遅延により、キャッ
シュ・フローに高程度の影響が見込ま
れると判断した。開発要員の確保がで
きないリスクの蓋然性は、開発要員に
求められるスキルの労働市場における
希少性に基づき、評価を実施した。

（一般開示基準）
29. …
(1) …
②サステナビリティ関連のリスクを識別するため
のシナリオ分析に関する次の情報
ア. サステナビリティ関連のリスクを識別するた
めにシナリオ分析を用いている場合、その利用方
法に関する情報
…
③サステナビリティ関連のリスクの影響の性質、
発生可能性及び規模の評価方法に関する情報（例
えば、定性的要因、定量的閾値又はその他の規準
を考慮しているかどうか）
…

人的資本関連のリスクを管理するためのプロセス
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人的資本開示 – リスク管理 (3/7)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

同上 ⚫ 他の種類のリスクと比べて高い優
先順位を付けている場合、どのよ
うに高い優先順位を付けているか
を開示することが考えられる。

例：リスクと機会の優先順位付けは、上記の
とおり、「企業の見通し」への影響度と
蓋然性を踏まえ、実施するが、中長期経
営計画の遂行において課題が生じ、それ
が、人的資本の活用が要因と認識できた
場合には、人的資本関連の新たなリスク
と機会を設定したり、リスクと機会の優
先順位を変更することもある。

例：特に希少性の高い●●のスキルを有する
ソフトウェア開発要員の確保については、
リスクが顕在化する可能性が高いと判断
し、高い優先順位を付けた。

例：外注が可能なソフトウェア開発と外注が
困難なソフトウェア開発に分けて分析し、
後者のスキルを有するソフトウェア開発
要員の確保に高い優先順位を付けた。

（一般開示基準）
29. …
(1) …
④サステナビリティ関連のリスクの優先順位付け
に関する次の情報
ア. 他の種類のリスクと比べてサステナビリティ
関連のリスクに高い優先順位を付けている場合、
どのように高い優先順位を付けているかに関する
情報
イ. 他の種類のリスクと比べてサステナビリティ
関連のリスクに高い優先順位を付けていない場合、
その旨
…

人的資本関連のリスクを管理するためのプロセス
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人的資本開示 – リスク管理 (4/7)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

同上 ⚫ 人的資本関連のリスクをモニタリ
ングする方法を開示することが考
えられる。

例：識別したリスクと機会をモニタ
リングするため、人材戦略の進
捗状況を適切に計測できる指標
と目標を設定し、進捗状況の評
価を行っている。

  ソフトウェア開発要員を必要と
なるスキルに基づき細分化し、
スキル毎の採用予定人数に対す
る四半期毎の採用実績人数の推
移を継続的に集計し、○○委員
会に報告。○○委員会において、
進捗状況を踏まえ、●●を実施
することとした。

（一般開示基準）
29. …
(1) …
⑤サステナビリティ関連のリスクをモニタリング
する方法に関する情報
…

人的資本関連のリスクを管理するためのプロセス
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人的資本開示 – リスク管理 (5/7)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

同上 ⚫ 企業がリスク管理プロセスを変更
した場合、変更の内容を開示する
ことが考えられる。

例：ソフトウェア開発要員の採用計
画に対する実績が乖離しつつあ
ることから、モニタリングの頻
度を月次に増やすとともに、
●●の対応も行うこととした。

（一般開示基準）
29. …
(1) …
⑥企業が用いるプロセスの変更に関する次の情報
ア. 前報告期間と比較して、企業が用いるプロセ
スを変更した場合、変更の内容に関する情報
イ. 前報告期間と比較して、企業が用いるプロセ
スを変更していない場合、その旨

人的資本関連のリスクを管理するためのプロセス
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人的資本開示 – リスク管理 (6/7)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ リスクのみならず、機会について
も管理が行われている場合におい
て、企業の管理プロセスに関する
情報は、投資家にとって有益とな
る場合がある。

⚫ 人的資本関連の機会を管理するプ
ロセスについて開示することが考
えられる。

例：多数のソフトウェア開発要員を
短期間で確保するため、自動運
転技術のスタートアップ企業に
対するM&Aの可否に関し、外部
の調査会社から継続的に情報を
収集するとともに、●●を実施。

（一般開示基準）
29. …
(2) サステナビリティ関連の機会を識別し、評価
し、優先順位付けし、モニタリングするために用
いるプロセスに関する情報

人的資本関連の機会を管理するためのプロセス
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人的資本開示 – リスク管理 (7/7)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 企業は、全社的リスク管理の一環
として、サステナビリティ関連の
リスク及び機会を識別し、評価し、
対応するための確立されたプロセ
スを有していることが多い。

⚫ こうした中、人的資本関連のリス
ク管理プロセスが、全社的リスク
管理にどのように統合されている
かに関する情報は、投資家による
企業のリスク管理活動の妥当性の
評価に役立つ。そのため、投資家
はこのような情報に関心を持つ。

⚫ 人的資本関連のリスク管理プロセ
スが、全社的リスク管理にどのよ
うに統合されているかを開示する
ことが考えられる。

例：人的資本に関連するリスクにつ
いては、社長を委員長とする
○○委員会において深度ある議
論を実施し、重要事項について
は、経営会議・取締役会に報告
する体制をとっている。また、
経営会議・取締役会においては、
全社的リスク管理の一環として、
他のビジネスリスクやサステナ
ビリティ関連のリスクとともに
重要な人的資本に関連するリス
クについても議論を行っている。

（一般開示基準）
29. …
(3) サステナビリティ関連のリスク及び機会を識
別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングす
るために用いるプロセスが、全体的なリスク管理
プロセスに統合され、用いられている程度、並び
にその統合方法及び利用方法に関する情報

全体的なリスク管理プロセスにおける人的資本関連のプロセスの位置付け



（4）指標と目標
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指標と目標に関する人的資本開示（SSBJ一般開示基準）

開示する目標

開示する指標(注2)

(注1)SASBスタンダード、ISSB基準及びその付属ガイダンス、CDSB適用ガイダンス、GRIスタンダード、ESRS、その他の基準設定主体による公表文書等
(注2)開示する指標には、企業に関連する産業別の指標のうち、主なものを含めなければならない[33項]

サステナビリティ
開示基準が要求する

指標か？

ガイダンスの情報源
(注1)から得た指標

か？

・サステナビリティ開示基準が要求する指標があれば開示
（※現時点において人的資本の指標の開示を求める個別基準は未設定）

Yes

No ・情報源（ガイダンスの名称）
・情報源の指標（指標の名称）

・指標の定義（情報源、情報源の指標と異なる点を含む）
・算定方法、インプット 等

32項(1)

35項

36項(1)①、(4)
等

Yes

No
（企業が独自に作成した指標）

比
較
可
能
な
指
標

独
自
の
指
標

・人材戦略の目標達成に向けて企業が設定した目標
・法令により要求される目標

・定量的又は定性的目標
・目標の期間、マイルストーン、中間目標、目標に対する実績 等

一般開示基準

39項

ガイダンスの情報源
(注1)の指標に企業が
調整を加えたか？

No

・指標の定義
・算定方法、インプット 等

36項(1)②、(4)
等

Yes



人的資本開示 – 指標と目標 (1/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 企業が長期的かつ持続的に企業価
値を向上させるためには、経営戦
略を実現するための人材戦略の進
捗状況を指標を用いてモニタリン
グすることが重要である。

⚫ 人材戦略の影響が財務諸表へ反映
されるまでには時間がかかるため、
人材戦略の進捗状況をこのような
指標を用いて示すことは、人材戦
略の成果を示す上で重要である。

⚫ 企業ごとに経営戦略・ビジネスモ
デルが異なる中で、企業固有の経
営課題に取り組むための人材戦略
と、その進捗状況を把握するため
の独自性のある指標を用いて取締
役会の議論に役立てることが重要
である。また、このような指標を
開示することが有用である。

⚫ 企業のキャッシュ・フロー等に重要な影響を与えると考えられ
る人的資本関連のリスク及び機会、関連する企業のパフォーマ
ンスをモニタリングするために企業が用いている指標を開示す
ることが考えられる。その際、自社の人材戦略・人的資本投資
のモニタリングにおいて重要な独自性のある指標と、これに加
えて、投資家が企業間比較をするために用いる指標を組合せて
開示することが考えられる。

⚫ また、関連する目標がある場合には、目標に向けた進捗状況を
開示することが考えられる。

例：【戦略】で示した、人材戦略の達成に向けた目標と、達成に向けた
進捗をモニタリングするため、以下の指標を設定している。なお、
前年からの変更はない。

現在       中間目標     目標
      (2025年) (202×年) (203×年)

○○エレクトロニクス部門
AI分野の高度専門人材     □□人 □□人 □□人
ソフトウェア開発要員     □□人 □□人 □□人

＜働きやすい職場環境＞
エンゲージメントスコア □％  □％   □％
女性幹部比率 □％ □％   □％
退職率 □％ □％   □％
有給休暇取得率 □％ □％ □％

・・・・・・・・・・
＊1：「ソフトウェア開発要員」は、当社研修プログラムで、Bクラス以
上と認定された人材（A～Eクラスの具体的な要件は□□ページ参照）
＊2：「エンゲージメントスコア」は、正社員を対象とする従業員サーベ
イにおける肯定的回答率であり、●●、●●、●●の質問項目から構成
される。
＊3：「女性幹部比率」は、課長職以上の役職者に占める女性の割合

「AI分野の高度専門人材」「ソフトウェア開発要員」の採用・育成は、
計画どおり順調に進んでいる。一方、「女性幹部比率」の改善において
は、●●の理由により遅れていると分析しており、今後、●●の施策を
打ち出す予定。また、「エンゲージメントスコア」の改善においても、
●●の理由により計画を下回ると分析しており、今後、＜働きやすい職
場環境＞の改善に注力するとともに、●●の施策を打ち出す予定。

（一般開示基準）
32. …企業の見通しに影響を与えると合理的に見
込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会
のそれぞれについて、次の事項を開示しなければ
ならない。
(1) 適用されるサステナビリティ開示基準が要求
している指標
(2) 次のものを測定し、モニタリングするために
企業が用いている指標
 ①識別したサステナビリティ関連のリスク又は機
会
②識別したサステナビリティ関連のリスク又は機
会に関連する企業のパフォーマンス（企業が設定
した目標及び企業が活動する法域の法令により満
たすことが要求されている目標がある場合、当該
目標の達成に向けた進捗を含む。） 

指標の開示
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人的資本開示 – 指標と目標 (2/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 比較可能性の観点から、投資家が
既存のサステナビリティ開示基
準・フレームワーク等に定められ
た指標を重視する場合がある。

⚫ 比較可能性のある指標についても、
人的資本関連のリスク及び機会、
人材戦略と紐付けて説明されるこ
とが期待される。

⚫ 既存のサステナビリティ開示基
準・フレームワーク等で示されて
いる人的資本に関する指標を使用
する場合、引用元等の情報を開示
することが考えられる。

（一般開示基準）
35. サステナビリティ開示基準以外の情報源から
得た指標を開示する場合、当該情報源及びその得
た指標を開示しなければならない。

比較可能性のある指標
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人的資本開示 – 指標と目標 (3/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 同業種であっても、企業戦略は企
業ごとに様々であり、これを支え
る人材戦略も様々なものとなるこ
とが想定される。従って、人材戦
略の進捗を測定する指標も企業独
自のものとなる可能性が高いと想
定される。

⚫ 一方、独自性のある指標が用いら
れる場合、当該指標の定義や算定
方法等の開示は、投資家が人材戦
略の進捗状況を理解する上で重要
な情報となる。

⚫ 企業が独自性のある指標を開示す
る場合で、このような指標が既存
のサステナビリティ開示基準・フ
レームワーク等で示されている人
的資本に関する指標に企業が調整
を加えた指標である場合、投資家
が指標を理解するための前提情報
として、以下を開示することが考
えられる。
✓指標の定義（引用元のサステナ

ビリティ開示基準・フレーム
ワーク及びどのように調整を加
えたか等）

✓算定方法
✓算定に用いたインプット等

（一般開示基準）
36. 企業が作成した指標を開示する場合、次の事
項を開示しなければならない。 
(1) 指標の定義。これには、次の事項が含まれる。
 ① 当該指標がサステナビリティ開示基準以外の
情報源から得た指標を調整したものである場合、
どの情報源から得たのか、また、開示する指標が
その情報源で定める指標とどのように異なるか 
…
(2) 指標が絶対指標、相対指標又は定性的指標の
いずれであるか 
(3) 第三者による指標の認証に関する次の情報
 ① 指標が第三者によって認証されている場合、
認証者の名称 
 ② 指標が第三者によって認証されていない場合、
その旨 
(4) 指標の算定に用いた方法及びその算定に用い
たインプット（用いた算定方法の限界及び置いた
重大な仮定を含む。） 

独自性のある指標



56

人的資本開示 – 指標と目標 (4/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

同上 ⚫ 企業が独自性のある指標を開示する
場合で、上記以外の指標を用いる場
合、投資家が指標を理解するための
前提情報として、以下を開示するこ
とが考えられる。
✓指標の定義（企業独自で作成した指

標である旨を含む）
✓算定方法
✓算定に用いたインプット等

例：既存のサステナビリティ開示基準・
フレームワーク等において、参考に
できる指標がなかったことから、自
動運転の実用化に必要なソフトウェ
ア開発要員が満たすための要件を具
体的に●●、●●と定め、当該要件
を満たすソフトウェア開発要員数を

企業独自の指標として定義した。

（一般開示基準）
36. 企業が作成した指標を開示する場合、次の事
項を開示しなければならない。 
(1) 指標の定義。これには、次の事項が含まれる。
…
 ② 当該指標がサステナビリティ開示基準以外の
情報源から得た指標を調整したものではない場合、
その旨
(2) 指標が絶対指標、相対指標又は定性的指標の
いずれであるか 
(3) 第三者による指標の認証に関する次の情報
 ① 指標が第三者によって認証されている場合、
認証者の名称 
 ② 指標が第三者によって認証されていない場合、
その旨 
(4) 指標の算定に用いた方法及びその算定に用い
たインプット（用いた算定方法の限界及び置いた
重大な仮定を含む。） 

独自性のある指標



人的資本開示 – 指標と目標 (5/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 時系列で人材戦略の進捗状況を把
握するためには、指標の定義や算
定方法は一貫性が確保されること
が重要であるが、指標の変更は、
重要な経営戦略・人材戦略の変更
による場合もあるため、その理由
が開示されることは投資家にとっ
て重要な情報となりうる。

⚫ 過去に開示した指標を変更後の定
義や算定方法を用いて更新するこ
とは、期間比較可能性を向上させ
ることにより、投資家に有用な情
報を開示することとなる場合があ
る。

⚫ 指標の定義や算定方法を変更した
場合、変更内容や変更の理由、過
去に開示した指標を変更後の定義
や算定方法を用いて更新した指標
を開示することが考えられる。

⚫ さらに、新しい指標を導入する場
合、前事業年度等の比較対象期間
の指標を計算し、開示することが
考えらえる。

例：自動運転の技術革新が進んだこ
とに伴い、ソフトウェア開発要
員が満たすための要件の一つを
●●から●●に変更した。これ
に伴い、前年度に開示したソフ
トウェア開発要員採用数を変更
後の定義に基づき、修正し開示
した。

（一般開示基準）
37. 指標（目標を設定し、当該目標の達成に向け
た進捗をモニタリングするために用いる指標を含
む。）の定義又は算定方法を変更した場合、次の
事項を開示しなければならない。 
(1) 変更された指標に関する更新された比較対象
の数値（実務上不可能である場合を除く。） 
(2) 変更の内容 
(3) 変更の理由（再定義された指標又は置き換え
られた指標がより有用な情報を提供する理由を含
む。） 

38. 指標を新たに導入した場合、そうすることが
実務上不可能である場合を除き、当該指標に関す
る比較対象の数値を開示しなければならない。

指標の変更が行われた場合の開示
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人的資本開示 – 指標と目標 (6/6)

投資家の期待 考えられる開示 （参考）SSBJ基準の項番

⚫ 人材戦略の目指すべき姿（目標）
を示し、目標の達成に向けた進捗
をモニタリングできるようにする
ための情報を開示することは投資
家にとって有益である。

⚫ 目標に関して、以下を開示することが考
えられる。
✓目標設定と進捗管理のために用いる

指標は何か
✓企業が用いている具体的な定量的・

定性的目標（例：□□人）
✓目標の対象期間
✓進捗が測定される基礎となる期間

（例：××年を基準年とする）
✓マイルストーン、中間目標
✓目標に対する実績
✓企業の実績に関する時系列での分析
✓目標を変更した場合の説明

例： 自動運転の実用化に必要なソフトウェア開発要員
の確保に関する目標設定と進捗管理のため、自社
におけるソフトウェア開発要員の定義を満たす開
発要員の人数を指標として設定した。具体的な定
量的目標として、203x年度までに□□人採用し、
また、中間目標として、202x年度までに□□人
採用することを目指すこととした。2025年度に
採用したソフトウェア開発要員の実績人数は□□
人であり、目標に対する進捗度合いは時系列で見
た場合に改善傾向にあるものの、●●と分析して
いる。

（一般開示基準）
39. 戦略的目標の達成に向けた進捗をモニタリン
グするために設定した目標及び企業が活動する法
域の法令により満たすことが要求されている目標
がある場合、これらの目標に関する情報を開示し
なければならない。目標のそれぞれについて、次
の事項を開示しなければならない。
(1) 目標を設定し、当該目標の達成に向けた進捗
をモニタリングするために用いる指標 
(2) 企業が設定したか、企業が満たすことを要求
されている、具体的な定量的又は定性的目標 
(3) 目標が適用される期間 
(4) 進捗が測定される基礎となる期間 
(5) マイルストーン及び中間目標がある場合、そ
の内容 
(6) 目標のそれぞれに対する企業のパフォーマン
ス 
(7) 企業のパフォーマンスに関するトレンド又は
変化についての時系列での分析 
(8) 目標を変更した場合、その旨及びその内容

目標の開示
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